「おかしなはなし」より
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今月７日付け毎日新聞の「経済観測：おかしなはなし」と題する記事は、建築基準法、金融商品取引法、貸金業法を例として、“規制不況”、“官製不況”或いは“政製不況”とでも呼ぶべき状況に関する痛烈な風刺となっている。
毎日新聞がこうした論調を載せたことに深い興味を覚えるが、この記事を抜粋引用しながら事実関係等も含めて『おかしなはなし』について見ていきたい。
――　建築基準法が改正された結果、審査が遅れ住宅着工が減少。屋上屋を架すようなおかしな機関を作るより、民間の保険会社に審査させ、保証させる仕組みを導入したほうが良かった。

　今月１２日付け東京商工リサーチ、同日付け帝国データバンクのいずれの発表（下記ＵＲＬ参照）にも、住宅着工に関するデータが載っている。
　　www.tsr-net.co.jp/new/zenkoku/half/1177527_805.html
　　www.tdb.co.jp/report/tosan/syukei/0710.html
今月１３日付け東京新聞によると「改正建築基準法による建築確認手続きの厳格化に伴い、新設住宅着工戸数の大幅減の影響が広がっている」（東京商工リサーチ）とのことだ。帝国データバンクの見解については、上記ＵＲＬを参照されたい。
――　金商法施行に伴い、株式投信販売が減少、株式市場への資金流入が減。面倒なルールを山ほど作り、形式的にそれを守った販売業者を免責するようなことよりは、おかしなことが起きた時に事後的に救済する機関を整備すべき。
　金商法施行後の状況については、ある程度予見されていたことではあるが、一例挙げると今月１３日付け日本経済新聞「建設・銀行、下げ目立つ 法制度変更が逆風に」と題する記事で、９月末に施行された金商法の影響で投信販売の際のリスク説明が厳格化され、銀行を中心に販売が減少し、「大手運用会社４社が運用する投信の資金流入は１０月に前月比５７％減」とのこと。
　ただ、「どこまで説明すれば十分なのか分からない」、「金融庁検査を受けてみないと法律の狙いが理解できない」といった現場からの戸惑いの声については、自らの常識の範囲内で頑張るしかない。法解釈の全てを行政庁に依存する体質は改められるべきだ。そうでないと、いつまでも『護送船団』のままになってしまう。
――　上限金利が引き下げられたことから貸金業者の融資姿勢が厳格化し、零細企業の倒産増。上限金利自体を撤廃すれば、むしろ業者間の競争が起きて必要資金が適正金利で流れたはず。上限金利で抑えようとすることが、闇金融の暗躍につながる懸念。
　建築や金融商品についてもそうだが、経済や市場を理解していれば自明であるこうした事象の予測などは容易であったはずだ。

本件の場合には、法改正に至る議論の過程で意図的かつ完全に封殺された嫌いがある。内容は全く異なるが、封殺した側もされた側も、それぞれそれなりの不見識に対する謗りは免れない。無益な殺生は早く止めなければならない。
――　立法者も行政も、おそらくこんなことが起きると気がつかずに法律を作り施行したのであろうが、誰が責任を負うか。国が民間の取引に介入しすぎた結果であり、規制が経済を駄目にする典型。個人や消費者の保護を大義名分に、自由経済の根幹である自己責任原則をないがしろにする動きがその背景。
　誰も責任を負いはしない。誰がこれを改めるかに注目したい。政治側から提起されることになるか、政府側から提起されることになるか。
　消費者保護は重要な政策課題だが、消費者過保護となっていないか、きちんと監視されるシステムが必要である。その意味でも、今後強化すべき行政機能は、消費者保護というよりも消費者教育であろう。

　最近の消費者問題に鑑みると、縦割り行政の弊害が目立つ。内閣府、経産省、農水省、厚労省など各府省に分かれている権限・権能を統一することも早晩、検討の俎上に上るだろう。その際、従前からある『消費者庁』構想は、『消費者教育・保護委員会』といった形式を目指すことが最も効率的だと思われる。
――　経済がわからない法律屋が仕組んだ話とはいえ、このようなことばかりやっていると、官製不況に陥り、弁護士ばかり栄えて国が滅ぶことになりかねない。
　毎日新聞がこんな書き方をよくできるものだとも思うが、執筆者が違うだけでこうなるのが新聞社なのだろうか。表現の自由が保障されている証左かもしれない。一時的に栄える弁護士が少々増えることは予想されるが、弁護士ばかりが栄えることにはならない。順番にやって来た次のバブルが長持ちせずに程無く弾けるとすれば、痛手は小さくないかもしれない。勿体無い気がする。
